
* * * *    成年後見制度　利用手順　こ こ が知り たい ! * * * *
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  最近少し 物忘れがでてき たかと 思う 時がある    私は元気！何でも自分で決めら れる
判断能力が不十分な人を対象としています。 　任 今、元気な人が対象です。

　　　　判 ↓

私のかわりにしてくれたり、間違った時には 補助類型 　　　　断 　意 将来 認知症になった後のことが心配になる。

「だめ」と言ってくれる人が欲しい 　少　　能 　　判 ↓

↓ 　し　　力 　後 　　断 公証人役場で任意後見契約を結びます。
家庭裁判所に申立して補助人 を選任する。←必ず本人の同意がいる 　衰　　に 　　力 あらかじめ任意後見人を決めておきます。

補助人は本人の同意を得て本人を代理することができます。　　↓ 　え 　見 　　に ↓

補助人は 申立時に選択した特定法律行為（本人の生活、療養看護および 　が 　　問 ぼけてき たなあ・ ・ ・ と思ったら
財産に関する法律行為であればなんでもよく、要介護認定の申請や 　あ 　制 　　題 ↓

介護支援契約の締結なども含まれます。）を代わって行います。 　る 　　が 家庭 裁判所で任意後見監督人を選任して

　法 　度 　　な 後見業務が開始します。

また 「重要な法律行為」（民法第１３条第１項で定められている行為） 　　い 任意後見人 は任意後見監督人の監督のもとで後見業務をします。
に同意したり、取り消したりします。 任意後見 契約にはあらかじめ財産管理や療養監護に関する

　定 法律行為 の代理、報酬について定めておきます。

必要に応じて補助監督人が選任されます。 　　家族が任意後見人になるときは無報酬の定めもできます。

　後

し っ かり し ている時もあるけれど 　見    し っ かり し ている時はほと んど無い
       判断能力が著しく不十分な人を対象としています。 ほとんど判断できない人が対象です。

↓

契約などの時に代わりに判断してくれる人が欲しい　　本人も望んでいる又は不明 　制 契約などの時に代わりに判断してくれる人が欲しい

↓ 　　　　判 ↓
家庭裁判所に申立して保佐人 を選任する。 補佐類型 　か　　断 後見類型 家庭裁判所に申立して、

保佐人は本人を代理することができます。 　な　　能 　度 　　　　判 成年後見人 を選任する。

保佐人1 特定法律行為を代わって行ったり、同意したり、取消したりします。 　り　　力 　　　　断 ↓
重要な法律行為に同意したり、取消したりします。 ↑ 　衰　　に 　※日用品の購入や 　減　　能 日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を

取消しに本人の 　え 　日常生活に関する 　　　　力 代わってしたり、必要に応じて取消します。
保佐人2 重要な法律行為に同意したり、取消したりします。　　　← 同意はいりません。 　が 　行為は単独ででき 　退　　が 必要に応じて成年後見監督人が選任されます。

　あ 　ます。 　　　　非
※ 特定法律行為・・・本人の生活、療養看護および財産に関する法律行為、 　る 　し　　常 **成年後見制度は他の福祉制度と関連しています**
要介護認定の申請や介護支援契約の締結など 　※自宅の売却や賃 　て　　に ・ 介護保険制度 ・ 支援費制度

　貸については家庭 　い ・ 成年後見制度利用支援事業
※ 「重要な法律行為」・・・民法第１３条第１項で定められている行為 鑑定が必要 　裁判所の許可が 　る ・ 公益信託　成年後見助成基金

　必要です。 ・ 福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利事業）
必要に応じて保佐監督人が選任されます。 鑑定が必要

　※法定後見人への
　報酬は裁判所が決 家庭裁判所への申立 支援活動・ ・ ・ 私たちが
　定します。 お話を聞いて家庭裁判所に提出する書類を作成成年後見人になっ た場合

リ ーガルサポート は ま ずご相談く ださ い します。皆様を支援する成年後見人になり ま す。・成年後見業務専門の
こ のよ う に → お話を伺いながら一番ふさわいと　→ 任意後見契約を結びたい場合 又は → ↓ 　組織です。
お手伝いし ま す。 思われる方法を提案します。 契約書作成のア ド バイ ス を し ま す。 　選任 選任は裁判所が行います。 ・裁判所の監督に加え

元気なときからの支援も可能です。 私たちは全国の家庭裁判所に後見人名簿を提出　2重のチェック　!
してあります。 ・万一に備え損害保険に
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